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番号 施策の対象 施策のねらい 区分 施策の成果指標 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

社会 火災発生件数〔件） 22 25 15 19 18 15 16 20 15 13 11 0 順調

平成２６年の火災発生は１１件（建物９
件、車両１件、その他１件）で過去最も
少ない発生件数となった。原因として
は、電気器具配線４件、ガス消し忘れ
１件、野焼き2件、たばこ１件、車両エン
ジン１件、食油1件、失火1件となった。
全国では放火、放火疑いが1位である
が、筑後市ではなかったことと、また自
主防災組織等の結成もあり、防火意識
の高まりにより減少しているものと考え
られる。

火災としては住宅からの出火が多いた
め、一般市民向けの火災予防ＰＲを地
域コミュニティ（自主防）や学校関係の
消防訓練時に機会毎に実施。また、広
報誌等を活用した啓発を繰り返し実施
する。更に、関係団体と協力して、火災
予防イベントの推進を図る。

成果
消防・救急体制が整っている
と思う市民割合（％）

73 9 76 6 76 1 76 1 76 8 76 5 79 0 ↗ 76 6 78 9 85 8 ↗ 目標達成

市民アンケートでは、目標達成となって
います。満足度に関しては「普通」が６
３．０％で圧倒的に多く、前年より１．３
ポイントの上昇している。また、重要度
では「今のままでよい」から「力をいれ
て欲しい」までが８０．９％で６．１ポイン
トアップしている。満足度・重要度の５
段階評価平均値「現在の満足度」で第
１位となっている。結果から見ると、総
合的評価はかなり高い傾向にある。

　更なる満足度・重要度上昇を目指し、
下記の業務改善に努める。
①災害現場で職員全体の接遇向上等
に努める。
②災害出動に対し、入電から指令まで
の時間を短縮するため、通信能力向上
に関する訓練を定期的に実施する。
③狭隘道路等の調査を早急に行い、
災害現場に応じた消防戦術を選択でき
るよう、教養訓練を通して職員個々の
能力向上を図る。

番号 基本事業の対象 基本事業のねらい 区分 基本事業の成果指標 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

01 防火対象物等関係者

検査、指導等の徹底によ
り、消防法令に違反してい
る防火対象物が減少してい
る。

成果 消防法違反の発生率（％） － － － － － 52 9 75 3 － 42 3 74 3 60 0 40 0 順調

Ｈ25年度より違反率は14.3ポイント改
善したが、目標の４０％には達成して
いない。原因としては、消防法改正に
伴い設置基準が厳しくなり、法不適合
となった対象物が増加したためと考え
られる。

以前より設備未設置で是正がない事
業所については、今後充分な指導を行
い、是正計画を起てさせる必要があ
る。また、法改正により新たに消防設
備該当となった施設に対し、その説
明、期限までの設置推進を図る。更
に、違反施設公表制度の検討を行う。

社会
1万人あたりの出火率(件／１
万人)(％)

4 6 5 3 3 6 4 0 3 8 3 2 3 3 3 0 3 1 2 7 2 2 3 0 順調

当該基本事業は、火災発生件数と比
例し増減するため順調とする。
近年、火災は減少しているが過去最も
少ない出火率となった。消防白書によ
ると全国平均３,７件、県平均３,４件で
筑後市は全国でもトップレベルといえ
る。消火訓練の参加者数が近年増加
しており、市民の防火意識が向上して
いるためと思慮できる。

筑後市は全国でも火災の少ない市と言
えるが、人口は減少傾向にあり１件の
火災のポイントが今後大きくなってくる
と考えられる。現状維持又は向上を図
るには自主防災組織や消防団、関係
機関等の協力を得て消防訓練や予防
広報等を行い、市民の防火意識の向
上を図る。

成果 初期消火率（％) 60 68 7 92 3 87 5 78 5 72 7 75 85 0 63 7 75 77 8 85 0 横ばい

建物火災９件の内訳は一般住宅５件、
倉庫兼作業場１件、店舗１件、事務所1
件、工場1件、となり一般住宅からの出
火が多い。初期消火が実施されたの
は７件で、消火器２件、家庭用ホース
又は水バケツ５件であった。実施件数
中３件（４３％）は有効であったが、有
効でなかったものは、初期消火の遅れ
と思慮できる。また、初期消火がなされ
なかったのは２件で、発見時すでに消
えていたのが１件と家人の不在が１件
となった。

初期消火は、被害の軽減に最も重要で
あり、負傷者の有無や損害額にも大き
く影響してくる。そのため、いち早く火災
を察知するため、一般住宅への住宅用
火災警報器及び消火器等の設置推進
並びに企業等の設備違反是正指導を
図る。

代替 消火訓練の受講者数（人） 508 1733 4,273 4,251 6,624 5,573 8,195 6,000 8,365 8,332 8,819 6,000 目標達成

消火栓取扱い訓練指導・防災講話を１
０５回実施し、８，８１９名の参加者で
あった。最も多かったのは福祉施設で
４１回、その他各行政区・コミュ二ティで
の訓練や講話の希望が増加しており、
自助・共助の意識が高くなったように思
われる。

①過去５年間、講習等未実施行政区に
対し、行政区長会を通じて啓発活動を
実施する。
②今後も福祉施設は増加傾向にあり、
大小規模施設に関わらず、訓練指導・
講話受講を定期的に促し、防災意識の
高揚を図る。これに伴い、依頼文の作
成・発送、福祉施設向けの講習資料を
作成する。

社会 火災による損害額(千円） 9,752 63,404 9,099 21,735 24,663 15,314 74,362 - 18,566 10,665 58,493 - －

建物火災を棟数でみると全焼１棟、半
焼２棟、部分焼５棟、ぼや３棟、全部で
１１棟であった。火災は減少しているが
倉庫兼作業場の全焼火災及び大型乾
燥機火災の収容物の損害が大きかっ
たため目標は達成できなかった。

損害額を減少させるには、火災件数を
減らし、早期発見早期消火が重要とな
る。そのため、いち早く火災を察知する
ため、一般住宅への住宅用火災警報
器及び消火器等の設置推進並びに企
業等の違反是正指導及び消火避難訓
練の推進を図る。

成果
火災、漏えい事故の発生件
数（許可施設）（件）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 不調

近年漏洩事故は発生していなかった
が、給油取扱所からの漏洩事故が１件
発生した。これは老朽化した配管の腐
食が原因によるもの。よって不調とす
る。

危険物施設に日常点検や定期検査
を実施させると伴に、老朽化してい
る危険物施設に対し、早期の流出
防止対策（腐食処理）の推進を図
る。

成果
火災、漏えい事故の発生件
数（許可施設以外）（件）

4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 不調

近数年漏洩事故は発生していなかった
が、農業用の屋外タンクからの漏洩が
２件発生した。原因は、操作ミスと配管
の腐食によるもの。よって不調とする。

少量危険物（火災予防条例）では、
法的点検の義務はないが、自主点
検の推進を図るとともに、事故発生
後の対応等啓発を行うことにより事
故の重大性を認識して頂き、事故
の抑制を図る。

26年度

施策・基本事業評価表

23年度22年度

22年度21年度20年度

17年度 18年度 20年度
28年度

（目標値）
21年度 24年度 25年度 26年度

1-3
消防・救急体制の
整備

市民・防火対象物

生命・身体・財産を守り、被
害を最小限にする。また、十
分な体制づくりにより市民が
安心感を持っている。

施策名 19年度

基本事業名称 23年度17年度 18年度 19年度
28年度

（目標値）
25年度24年度

前期
目標値

02 防火意識の高揚 市民

啓発等の充実により、火災
の発生が低減され、火災発
生時は初期消火活動ができ

る。

03
危険物施設等の安全確
保、自主保安体制の推
進

前期
目標値

防火対象物等の立入検
査　指導・違反処理の徹
底

市民、危険物施設事
業所

事業所等の危険物施設の
安全確保等を促すことで、
火災、漏えい事故の発生が
低減している。



番号 基本事業の対象 基本事業のねらい 区分 基本事業の成果指標 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等26年度22年度21年度20年度基本事業名称 23年度17年度 18年度 19年度
28年度

（目標値）
25年度24年度

前期
目標値

成果
市民による心肺停止患者へ
の蘇生術の実施率（％)

39 44 39 49 45 49 63 6 50 50 50 50 50 目標達成

平成２６年度中、３４件の心肺停止患
者（不搬送除く）中２０件でバイスタン
ダー（居合わせた人）による心肺蘇生
法が実施されていた。目標達成してい
るが、事案によっては、１１９番受信時
に良く聴き取り口頭指導が伝わている
かが課題である。また、救急講習を行
う時は電話での口頭指導も説明する。

２８年度目標数値は達成できている。
今後は、更に目標値以上を目指す。
現状では、目標数値５０％をやや上
回っている程度であり今後は、１１９番
受信時に聴取能力及び口頭指導力を
上げるため各小隊で早急にプロート
コール向上に努め、市民への安全安
心のため救急講習会等で命の大切さ
を進めて行く。

代替 救急法の受講者数(人) 1,865 1,489 2,260 1,988 1,905 2,190 2,336 2,500 2,229 3,410 2,503 2,500 目標達成

平成２５年度を超えることは出来なかっ
たが、本年目標値の受講者数２，５００
人は達成できたが、受講者の減少が
見受けられた。

今年度は、講習会回数及び参加者へ
のＰＲに努め、より多くの市民へ救命率
向上に向けた講習会を実施するように
努める。

成果 実働救急救命士数(人) 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 不調

以前は、実働救命士が係長や小隊長
を含んで８名であったが、火災等の災
害が発生した時は指揮が取れない。今
後は、毎年１名づつの養成が必要であ
る。

救急出動件数の増加や救急救命士の
処置範囲拡大及び再教育等の増加に
伴い、数多くの研修等へ参加傾向と
なっている。今後は、毎年１名の救命
士増員計画を立て養成を行う。

05
消火栓・防火水槽
井戸(正）・プール
ため池（正）

消火栓や防火水槽が適正
に設置され、迅速な消火活
動を行える。

成果
消防水利数（箇所）
（消防水利充足率）（％）

879

（52）

885

（53）

891

（53）

892

（50.7）

892

（50.7）

895

（50.7）

893

（50.7）

903

(51)

898

(63.7)

902

(63.7)

907

(63.7)

903

（51）
目標達成

少数であるが平成２６年度は、計画通
り、消火栓２箇所・防火水槽３か所（開
発行為に伴う消防水利施設）を設置し
たが、５か所とも準水利のため、充足
率向上にはならなかった。

①消防水利強化地区を選定し、次年度
以降の水利設置場所を検討。（２７年
度は２基設置）
②年間を通して消防水利が異常なく使
用できるよう、３ヶ月に１回、地理水利
調査を実施する。

市民
救急救命士

消防水利の充足

・市民の救急救命方法習得
を促すことで、事故時に適
切な応急処置がとれる。
・救急救命士が一定以上配
置され、救命士の資質が向
上している。

04 救急救命体制の充実


